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 令和８年度井手町職員採用試験（令和９年４月１日採用）を次のとおり実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．試験実施職種、人員及び受験資格 

職 種 人 員 受    験    資    格 

保 育 士 若干名 

昭和５６年４月２日以降に生まれた方（令和９年４月１日現在にお

ける年齢が４５歳以下の方）で、保育士の資格を有する方（令和９

年３月末日までに資格取得見込みの方を含む。） 

 

※ ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれかに該当す

る方は、受験できません。 

※ 令和９年３月３１日までに児童福祉法に基づく保育士の登録を受けることができない場

合は採用されません。 

※ 合格後から採用までの間に児童福祉法第１８条の３６第３項の規定により、国の「保育

士特定登録取消者管理システム」へ照会を行います。また、照会の結果、特定登録取消者

に該当することが判明した場合は採用しない場合があります。 

  また、特定登録取消者に該当する場合は、あらかじめその旨を申告してください。 

※ 職員の年齢構成の維持・回復を図るため、今回の職員募集に係る年齢制限については、

上記受験資格のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 度 井 手 町 職 員 採 用 試 験 案 内 

▶ 「保育士」の試験を実施します。 

  ・４５歳まで受験可能。 

▶ インターネット申込を受け付けます。【継続】 

  ・希望者はインターネットにより申込を行うことができます。 

   （郵送・持参による申込も可能） 

▶ より受験しやすい試験を実施しています。【継続】 

  ・「教養試験」の代わりに「職務能力試験」を実施。 

   職務能力試験→公的部門の職員としての職務遂行に必要な能力を問う試験 

          であり、基礎的な内容が出題されるため、特別な対策や勉 

          強は不要です。 

 

 

◎ 今回の試験の特徴 

井手町ＨＰ 
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２．受験申込手続及び申込受付期間 

インターネット又は郵送・持参で申し込んでください。 

（１）インターネット申込の場合 

申込方法 ・井手町ＨＰ「職員募集」から「令和８年度職員採用試験の実施につ

いて【令和９年４月１日採用】」のページを開いた後、「インターネ

ット申込」のメニューをクリックし、申込の流れや注意事項等をよ

く読んだ上で、指定のフォームに必要事項を入力し、送信してくだ

さい。 

・申込内容に不備等がある場合は、井手町から確認の連絡をすること

があります。確認ができなかった場合は、申込みの受付ができない

ことがあります。 

・使用するパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、

一切責任を負いません。 

必要書類 以下の書類を提出してください。（提出方法は「書類の提出方法」を参

照。） 

○ 申込書（必要な事項を記入し、写真（最近６ヶ月以内に撮影した

上半身脱帽、縦４ｃｍ、横３ｃｍ）を貼付） 

○ 最終学歴卒業証書の写し又は卒業証明書（卒業見込証明書）の原

本 

○ 保育士証の写し又は保育士資格取得見込証明書の原本 

書類の提出方法 インターネット申込の際にデータ（スキャン又は写真撮影したもの）

を提出するとともに、原本又は写しを以下のいずれかの方法により提

出してください。提出ができなかった場合は受験することができませ

ん。 

（１） インターネット申込完了後から７月１０日（金）午後５時まで

の間に、井手町役場総務課へ持参又は郵送（郵送先は、「（２）

郵送・持参申込の場合」を参照。）により提出する。 

（２） 第１次試験当日（７月１２日（日））に持参して提出する。 

※データで提出した内容と原本又は写しで提出した内容に相違が無い

ようにしてください。 

※厳封された状態で発行され、開封無効の旨が記載されている場合は、

厳封された状態の写真を申込フォームに添付してください。 

受付期間 令和 ８年 ６月 ８日（月） 

～令和 ８年 ６月２５日（木）午後５時【受信有効】 

※令和８年６月２５日（木）午後５時までに正常に到着したものに限

り受け付けます。 

受験票等 登録されたメールアドレスあてに、受験票のデータを送信しますので、

各自で印刷して試験日当日に持参してください。受験票が試験の３日

前までに届かない場合は、井手町総務課までお問い合わせください。 

 

（２）郵送・持参申込の場合 

申込方法 以下の必要書類を井手町役場総務課へ持参又は郵送により提出してく

ださい。なお、郵送による提出の場合、令和８年６月２５日（木）午

後５時必着とします。 

○ 申込書（必要な事項を記入し、写真（最近６ヶ月以内に撮影した

上半身脱帽、縦４ｃｍ、横３ｃｍ）を貼付） 

○ 最終学歴卒業証書の写し又は卒業証明書（卒業見込証明書）の原 

 本 

○ 保育士証の写し又は保育士資格取得見込証明書の原本 

○ 返信用封筒（定形２３５ｍｍ×１２０ｍｍ以内）１通（受験票の

送付に使用するため、郵便番号、住所及び氏名を明記し、１１０円
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分（特定記録郵便にて送付を希望する場合は３２０円分）の切手を

貼付） 

※ 提出書類の不足、記載事項の記入漏れ及び記入誤り等のないよう、

十分に確認してから郵送してください。提出書類の不備（写真の貼

付漏れ及び記載事項の記入漏れ等）がある場合は、申込を無効とす

ることがあります。 

※ 受験票が試験の３日前までに届かない場合は、総務課までお問い

合わせください。 

郵送先 〒６１０－０３０２ 

京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月８番地 

井手町役場 総務課 

（封筒に「採用試験申込書類在中」と朱書きし、「特定記録」郵便で申

し込んでください。） 

申込書交付 

・受付期間 

令和 ８年 ６月 ８日（月） 

～令和 ８年 ６月２５日（木）まで【必着】 

※ 交付・受付時間は、月曜日から金曜日の午前８時３０分から正午

まで、午後１時から午後５時まで。ただし、土日、祝日及び年末年

始を除く。 

申込書交付 

・受付場所 

井手町役場 総務課 

 

３．採用試験 

（１）第１次試験 

   次の日程により実施します。 

職  種 試 験 方 法 実 施 日 時 実 施 場 所 

保 育 士 

・職務能力試験 

・職務適応性検査 

・作文（作文は以後の試験 

の資料とします。） 

・専門試験（保育士） 

令和８年７月１２日（日） 

午前８時３０分から受付 

井 手 町 役 場 

２階 大会議室 

  

（２）第２次試験 

令和８年８月上旬に、第１次試験合格者に対して実技試験（ピアノ演奏等）及び個別面

接の方法により実施します。なお、実技試験の内容については第１次試験の合格通知と

あわせて通知します。 

 

４．試験結果の発表 

  試験のそれぞれの結果に基づき、合格・不合格を決定し、受験者に文書で通知します。 

 

５．採用 

  この試験の合格者は、井手町が作成する採用候補者名簿に登載し、この名簿のうちから採用

の決定を行います。 

   

６．採用予定日  令和９年４月１日 

※ 合格者については協議により令和８年度中の採用も可能とする。 

 

７．給与 

  「職員の給与に関する条例」に基づき、給料その他の手当を支給します。 
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  ≪初任給（月額 令和８年４月１日現在）≫ 

   大学卒 ２４８，２４０円  高校卒 ２１４，３２１円 

   上記の金額は、令和８年４月１日の給料月額（基本給）と地域手当（７％）を合算した初

任給の金額であり、今後改定される場合があります。その他、諸手当がそれぞれの支給条件

に応じて支給されます。 

 

８．提出書類の取扱い 

  提出書類により町が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には一

切使用しません。ただし、採用者の個人情報は、人事情報として使用します。 

  なお、提出書類は返却しません。 

 

【採用試験に関する問い合わせ先】 

       〒610－0302  京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月８番地 

                井手町役場 総務課（採用試験担当） 

              ℡ 0774－82－6161  HP http://www.town.ide.kyoto.jp/ 

 

 

地方公務員法（抄） 

（欠格条項） 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若

しくは選考を受けることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑

に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

http://www.town.ide.kyoto.jp/

